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２．実施状況

３．総合診断　※決算額は「ごみ減量推進事業」で支出している廃棄物適正処理指導員賃金（6,800千円）を含む
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1．事業の概要
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【平成30年度の実施状況】
　小牧市快適で清潔なまちづくり条例（平成19年9月14日条例第22号）に基づき、地域環境の身近な問題について、市、市民等及び事
業者のそれぞれの役割のもと、地域環境の保全及び美化活動を実施した。
（市の役割）
　・快適で清潔なまちづくりの推進に関する施策の策定及び実施
　・市民等及び事業者に対しての意識啓発及び自発的活動の促進　等
（市民等、事業者の役割）
　・地域環境の保全及び美化の促進を図る活動への参加
　・事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域においての地域環境の保全及び美化活動の推進
　・市が実施する快適で清潔なまちづくり施策への協力
●実施状況
　・市広報、啓発冊子等による意識啓発及び制度の周知
　・クリーンアップ活動への支援（散乱ごみの収集を行う団体に対しての指定袋等の資材の支給及びごみの収集）
　・地区大掃除への支援（同上）
　・ごみ散乱防止重点地域（トラックターミナル地区：平成18年指定）における清掃活動への支援（同上）
　・犬のふん放置対策事業（イエローカード作戦）の実施（カードの支給等）
　・不法投棄物及び散乱ごみ多発地域における防止対策、巡回、不法投棄物及び散乱ごみの撤去の実施
　・路上喫煙禁止区域（平成20年指定）での啓発、巡回・指導及び吸い殻撤去の実施
　・廃棄物の堆積により周辺環境を損なう状態にある土地家屋に対する対策の実施
（主な事業の成果）
　・クリーンアップ活動延参加人数：28,175人（2,456回）
　・地区大掃除：41,725人（129区）
　・ごみ散乱防止市民行動の日（まち美化ｳｫｰｸ）：510人
　・小牧山美化活動（小牧山美化ｳｫｰｸ）：656人
　・不法投棄物及び散乱ごみ収集量：29.78ｔ（廃棄物適正処理指導員4名※ごみ減量推進事業で支出《50%の人件費補助あり》）
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４．総合評価
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事務事業評価による額

　
　本事業は、市と市民、事業者の協働により快適で清潔なまちづくりを推進するものであり、事業費
に対する費用対効果が非常に高いことから、今後とも積極的に継続するものとする。

予算区分

改善点は見られない 改善点が若干見られる 大いに改善すべき

　
　多くの市民及び事業者が、快適で清潔なまちづくりの実現を推進するため、高い意識をもって環
境美化活動に取り組んでおり、市内の不法投棄及びポイ捨ては確実に減少してきている。
　しかしながら、高速道路の側道や山間部など人目につかない場所では、通行者等（市外含む）に
よるポイ捨てや不法投棄が相変わらず後を絶たないことから、今後はこれらをさせないための意識
啓発及び監視体制の強化を実施していく。

事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの
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